
次の要件に該当する住宅改修を行った場合は、申告により固定資産税を一定期間減額します。

※減額の適用に当たっては、税務課の職員が現地確認を行いますので、ご連絡ください。

※同一の家屋で同一の減額を 2 回以上受けることはできません。

住宅改修後の固定資産税の減額について
◉申告・問い合わせ／税務課 資産税家屋係　内線５１８９

耐
震
改
修 

（
耐
震
基
準
適
合
住
宅
）

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
改
修

要
　
　
件

要
　
　
件

減
額
期
間

必
要
書
類

必
要
書
類

要
　
　
件

減
額
内
容

申
告
期
限

注
意
事
項

申
告

期
限

減
額
期
間

減
額
内
容

必
要
書
類

申
告

期
限

減
額

期
間

減
額
内
容

●バリアフリー改修や省エネルギー改修に関する減額とは併用できません。

●飯田市の住宅耐震改修補助事業を受けている方で地域計画課の竣工検査を受けて耐震基準に適合した改修でも、

改めて税務課の職員が確認にお伺いします。

●耐震改修に関する減額と併用できません。  ※省エネルギー改修住宅に関する減額とは併用できます。

●耐震改修に関する減額と併用できません。  ※バリアフリー改修住宅に関する減額とは併用できます。

●昭和５７年１月１日以前から所在する住宅

●以下の区分の期間内に、改修工事が完了した住宅

　（１）一般住宅の場合…平成２５年１月１日～令和４年３月３１日

　（２）改修工事により認定長期優良住宅となる場合…

平成２９年４月１日～令和４年３月３１日

改修後の認定長期優良住宅の床面積が５０㎡以上２８０㎡以下

●現行の耐震基準に適合する耐震住宅

●耐震改修費用が５０万円超

改修家屋のうち居住床面積１２０㎡相当分の固定資産税額を

以下の額に減額

（１）一般住宅の場合…２分の１

（２）改修工事により認定長期優良住宅となる場合…３分の１

耐震改修工事完了後３カ月以内

改修家屋のうち居住床面積１２０㎡相当分の

固定資産税額を以下の額に減額

（１）一般住宅の場合…３分の２

（２）改修工事により認定長期優良住宅となる場合…３分の１

省エネルギー改修工事完了後３カ月以内

改修家屋のうち居住床面積１００㎡相当分の

固定資産税額を３分の２に減額

改修工事が完了した年の翌年度

（工事完了の日が１月２日～３月３１日の間の場合は翌々年度）

改修工事完了後３カ月以内

改修工事が完了した年の翌年度

（工事完了の日が１月２日～３月３１日の間の場合は翌々年度）
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